
 

 

 

 

オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様 

診療報酬改定に伴う変更が想定される事項の参考資料 

 

※ 参考（中医協の答申 別紙１－３（調剤報酬点数表）（令和 6年 2月 14日厚労省ＨＰ掲載より抜粋）） 

＜使用薬剤料に係る変更＞ 

⑴ 参考 

 

 

 

 

 

 

⑵ 記録条件仕様について 

上記薬剤料逓減（90/100）に係る所定点数の取り扱いについては、厚生労働省に確認中です。 

   現在の記録条件仕様において、薬剤料逓減（90/100）に係る記録方法が定められていないこと

から、減額した点数の記録を可能とするため記録条件仕様の変更が想定されます。 

   記録条件仕様に変更が生じた場合は、レセ電通信で随時お知らせいたします。 

資料１－２ 
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第３節 薬剤料 


